
○
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
号

安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
九
条
第
二
項
第
二
号
及

び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
三
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
厚
生
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

遺
伝
子
組
換
え
型
人
ア
ン
チ
ト
ロ
ン
ビ
ン

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


